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一 

新
潟
県
警
・
女
性
長
期
監
禁
事
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

平
成
二
年
十
一
月
十
三
日
、
新
潟
県
三
条
市
で
小
学
四
年
生
、
九
歳
の
少
女
が
行
方
不
明
と
な
る
事
件
が
起
き
た
。
少
女
は 

十
九
歳
と
な
っ
た
今
年
一
月
二
十
八
日
、
新
潟
県
柏
崎
市
で
保
護
さ
れ
た
が
、
国
内
で
は
前
例
の
な
い
九
年
二
か
月
に
及
ぶ
長 

期
監
禁
事
件
の
疑
い
が
強
ま
っ
て
い
る
。
女
性
を
誘
拐
し
、
自
宅
に
監
禁
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
柏
崎
市
の
男
は
、
こ
の
事
件 

が
発
生
す
る
一
年
五
か
月
前
の
平
成
元
年
六
月
十
三
日
、
柏
崎
市
内
で
別
の
小
学
生
の
少
女
に
対
す
る
猥
褻
未
遂
容
疑
で
柏
崎 

署
に
逮
捕
さ
れ
、
同
年
九
月
、
懲
役
一
年
、
執
行
猶
予
三
年
の
判
決
を
受
け
て
い
る
。
行
方
不
明
事
件
発
生
当
初
、
警
察
が
同 

種
の
犯
罪
歴
を
持
つ
男
に
対
す
る
適
切
な
捜
査
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
少
女
の
青
春
時
代
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
悲
惨
な
長
期
監
禁 

を
防
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
と
慙
愧
に
堪
え
な
い
。
同
種
事
案
が
他
に
も
全
国
各
地
で
発
生
し
て
い
る
状
況
に
あ
っ
て
、 

こ
れ
ら
の
事
件
の
早
期
解
決
と
未
然
防
止
に
向
け
て
早
急
に
対
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
り
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

行
方
不
明
事
案
発
生
当
初
、
新
潟
県
警
は
三
条
署
長
を
本
部
長
と
す
る
女
子
小
学
生
所
在
不
明
事
案
対
策
本
部
を
設
置
し 

た
。
捜
査
体
制
は
投
入
人
員
を
含
め
、
十
分
だ
っ
た
の
か
。 

二 

少
女
に
対
す
る
猥
褻
犯
罪
な
ど
の
前
歴
者
の
捜
査
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
た
の
か
。 

三 

柏
崎
市
の
男
の
捜
査
は
行
っ
た
の
か
。
こ
の
男
の
犯
歴
、
手
口
等
に
つ
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
力
し
な
か
っ
た
失
敗
が 



 

二 

あ
っ
た
と
報
道
も
な
さ
れ
て
い
る
が
。 

四 
新
潟
県
警
刑
事
部
で
は
変
質
者
の
リ
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
管
理
し
、
捜
査
に
活
用
し
て
い
る
の
か
。 

五 

県
警
内
で
縦
割
り
行
政
の
弊
害
等
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。 

六 

一
部
報
道
に
現
職
警
察
官
が
事
件
に
関
与
し
て
い
た
疑
い
が
浮
上
し
た
た
め
、
捜
査
が
鈍
っ
た
な
ど
と
あ
る
が
、
そ
の
よ 

う
な
事
実
は
あ
っ
た
の
か
。 

七 

柏
崎
の
男
の
母
親
が
、
再
度
に
わ
た
り
保
健
所
に
男
の
暴
力
行
為
に
つ
い
て
相
談
に
行
っ
て
い
る
が
こ
れ
に
対
す
る
処
置 

が
適
切
で
あ
れ
ば
、
監
禁
さ
れ
た
女
性
を
発
見
救
出
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。 

八 

柏
崎
市
の
男
が
捜
査
網
か
ら
漏
れ
た
結
果
、
長
期
監
禁
を
許
し
た
結
果
を
ど
の
様
に
反
省
し
、
今
後
の
捜
査
に
生
か
す
つ 

も
り
か
。 

九 

文
部
省
は
女
性
の
ケ
ア
ー
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
る
と
の
事
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
対
処
を
す
る
の
か
。 

十 

県
警
本
部
長
は
捜
査
ミ
ス
を
認
め
る
発
言
を
さ
れ
て
い
る
が
、
捜
査
ミ
ス
に
よ
り
本
件
犯
行
が
長
期
に
及
ん
だ
と
す
れ 

 

ば
、
こ
れ
に
対
す
る
国
家
賠
償
の
義
務
の
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
ど
の
様
に
対
処
さ
れ
る
か
。 

十
一 

九
年
二
か
月
に
及
ぶ
長
期
の
監
禁
は
、
日
本
及
び
世
界
の
犯
罪
史
上
か
か
る
事
案
は
あ
っ
た
か
。 



 

三 

右
質
問
す
る
。 
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